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い
、
営
繕
、
将
軍
お
よ
び
そ
の
家
族
が
御
殿
を
移
動
す
る
際
の
御
供
な
ど
、
江

目
付
支
配
の
諸
役
人
と
は
、
諸
門
の
番
人
、
荷
物
の
運
搬
、
触
達
の
走
り
使

江
戸
城
内
で
は
、
本
丸
や
西
丸
の
御
殿
向
を
は
じ
め
、
紅
葉
山
や
吹
上
御
庭

な
ど
御
殿
内
外
を
問
わ
ず
、
様
々
な
儀
礼
や
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

儀
礼
や
業
務
を
執
り
行
っ
て
い
た
の
は
、
諸
大
名
や
旗
本
衆
で
あ
り
、
彼
ら
こ

そ
江
戸
城
内
に
お
け
る
儀
礼
・業
務
の
主
役
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ

で
、
大
名
や
旗
本
が
儀
礼
や
業
務
を
執
り
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
活
動
に
と
も

な
う
様
々
な
雑
務
を
引
き
受
け
処
理
す
る
役
目
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。また、

儀
礼
や
業
務
に
備
え
て
施
設
や
設
備
を
日
々
維
持
し
、
時
に
応
じ
て
用
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
大
名
・旗
本
の
家
臣
は
周
知
の
と
お
り
、
主
君
に
供

奉
し
て
江
戸
城
内
に
入
り
、
そ
の
活
動
を
手
助
け
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
で

き
な
い
。
で
は
、
諸
大
名
や
旗
本
衆
が
儀
礼
や
業
務
を
滞
り
な
く
遂
行
で
き
る

よ
う
、
様
々
な
雑
務
を
引
き
受
け
た
り
、
江
戸
城
内
の
施
設
や
備
品
を
管
理
し

て
い
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
江
戸
城
内
に
お
け
る
下
働
ぎ
に
従
事

し
た
幕
臣
こ
そ
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

ーキ
ー
ワ
ー
ド

目
付
五
役
中
間
黒
鍬
御
家
人
江
戸
城

【
論
文
2
】

江
戸
城
内
の
運
営
と
「五役」

し、

|
「
新
古
改
撰
誌
記
」

戸
城
内
を
中
心
と
し
て
将
軍
家
や
幕
府
諸
役
人
の
た
め
様
々
な
雑
役
に
従
事
し

た
下
働
き
の
幕
臣
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
将
軍
御
成
な
ど
の
際
に
は
、
江
戸
城

内
同
様
に
下
働
き
と
し
て
従
事
し
た
。
中
間
・
小
人
・
黒
鍬
之
者
・掃
除
之

者
・駕
籠
之
者
と
い
っ
た
「
五
役
」
の
者
を
中
心
に
様
々
な
役
職
が
存
在
し
て

こ
れ
ら
目
付
支
配
の
諸
役
人
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
で
取

り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
松
平
太
郎
氏
が
『
校
訂
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
に
お

い
て
検
討
し
て
い
る
(l
)。
そ
の
結
果
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
身
分
や
職
務
の

概
要
に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
以
後
の
研
究
が
踏
襲
し
て

き
た
。
し
か
し
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
を
単
に
最
下
級
の
御
家
人
と
し
て
と
ら

え
る
研
究
が
多
く
、
な
ぜ
、
江
戸
城
内
の
下
働
き
が
、
目
付
と
い
う
幕
府
監
察

業
務
の
担
当
官
の
支
配
(11管
理
下
）
に
あ
っ
た
の
か
、
あ
ま
り
検
討
は
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
松
平
氏
に
し
て
も
、
五
役
の
者
は
じ
め
目
付
支
配
の

諸
役
人
の
業
務
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
事
例
を
あ
げ
て
検
討
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
は
幕
臣
中
で
も
最
軽
格
に
位
置

一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
旗
本
・御
家
人
の
よ
う
に
、
明
治
期
に
い
た
っ

ヽ
こ
。
v
t
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＼
三
四
巻
、
う
ち
―
―
―・ニ――
―
・
ニ
六
巻
欠
本
）
の
竪
帳
か
ら
な
る

照）
（2
）。
寛
政
年
間
か
ら
幕
末
ま
で
の
諸
触
達
、
伺
書
、
願
書
や
一
件
書
を

ま
と
め
た
も
の
で
、
特
に
、
寛
政
七
年
（一七
九
六
）
三
月
お
よ
び
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
三
月
の
下
総
国
小
金
御
鹿
狩
一
件
（
巻
十
一
・
十
三
な
ど
）
ゃ

天
保
十
四
年
(
-八
四
三
）
将
軍
家
慶
に
よ
る
日
光
御
参
詣
（
巻
十
四
＼
十六）

と
い
っ
た
江
戸
城
外
に
お
け
る
勤
方
の
記
事
が
豊
富
で
あ
る
。
ま
た
、
天
保
改

革
に
お
け
る
「
減
方
」

(11予
算
削
減
）
に
関
す
る
書
類
（
巻
十
七
＼
十
九
）

や
代
々
記
を
は
じ
め
と
し
た
中
間
の
跡
式
に
関
す
る
書
類
（
巻
七
＼
九・
二
十

ニ
・ニ
十
四
・
ニ
十
五
・ニ
十
七
・
三
十
二
＼
三
十
四
な
ど
）
も
多
く
含
ま
れ

て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
「
新
古
改
撰
誌
記
」
の
う
ち
巻
一
1
六
は
、
寛
政
九
年

八
月
か
ら
安
政
五
年
八
月
ま
で
の
諸
達
書
・願
書
・
伺
書
が
書
き
留
め
ら
れ
、

わ
ず
か
一
0
冊
な
が
ら
、
中
間
に
よ
る
江
戸
城
内
で
の
下
働
き
に
関
す
る
記
事

が
多
く
散
見
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
巻
一
＼
六
を
中
心
に
検
討
を
進
め
た

「
勤
方
諸
心
得
拓
」
は
黒
鍬
之
者
頭
の
勤
方
の
手
留
で
、
全
一
冊
の
横
帳
で

あ
る
。
天
保
年
間
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
黒
鍬
之
者
の
業
務
に
関
す
る
諸
書
類

の
雛
形
が
多
い
。
ま
た
、
巻
末
に
は
「
御
頭
替
一
件
担
」
と
題
す
る
黒
鍬
之
者

頭
の
交
替
・引
き
継
ぎ
に
関
す
る
書
類
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
(
3
)
0

表
1
参

て
な
お
も
家
筋
を
維
持
し
、
家
文
書
な
ど
を
残
す
こ
と
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
は
限
ら
れ
た
史
料
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

か
か
る
状
況
の
中
、
江
戸
東
京
博
物
館
に
お
い
て
「
新
古
改
撰
誌
記
」
お
よ

び
「
勤
方
諸
心
得
担
」
と
い
う
二
つ
の
新
出
史
料
が
確
認
で
き
た
。

「
新
古
改
撰
誌
記
」
は
中
間
頭
の
勤
方
に
関
す
る
控
書
で
、
全
三
一冊
（一

問
実
を
知
っ
て
い
る
古
い
顔
の
人
も
お
り
ま
し
た
か
。

明
治
二
十
四
年
五
月
十
六
日
の
旧
事
諮
問
会
に
お
い
て
、
幕
末
に
目
付
や
外

国
奉
行
、
町
奉
行
を
歴
任
し
た
山
口
泉
処
が
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
に
つ
い
て

〔史料一〕（前略）

そ
れ
か
ら
、
目
付
の
老
練
家
と
い
う
よ
う
な
人
は
お
り
ま
せ
ん
の
で
す
か
。

年
で
も
取
っ
て
他
へ
使
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
転
じ
な
い
か
ら
、
自
然
、
古

つ
ぎ
の
よ
う
に
答
問
し
て
い
る
(
6
)
0

目
付
支
配
諸
役
人
の
概
要

5-0 

ち
、
目
付
支
配
諸
役
人
全
般
の
身
分
や
職
務
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
た

こ
れ
ら
二
つ
の
新
出
史
料
の
存
在
に
よ
り
、
五
役
に
よ
る
江
戸
城
内
で
の
諸

雑
務
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
つ
つ
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
新
出
史
料
を
利
用
し
て
、
目
付
支
配
の
諸
役

人
の
う
ち
、
特
に
五
役
の
者
に
よ
る
江
戸
城
内
に
お
け
る
施
設
管
理
や
雑
務
の

実
態
に
つ
い
て
解
明
し
た
い
。
合
わ
せ
て
、
五
役
の
者
の
生
活
な
ど
も
検
討
し
、

五
役
の
者
の
幕
臣
中
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
(
4
)
0

一
、
目
付
支
配
諸
役
人
と
五
役
の
制

本
章
で
は
、
五
役
の
者
に
よ
る
江
戸
城
内
雑
務
の
具
体
例
を
あ
げ
る
に
先
立
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江戸城内の運営と「五役」 ー「新古改撰誌記」より一

表 1 「新古改撰誌記」の内訳※1

No. 巻号 表紙副題※ 2 主な内容※ 3

1  l  （諸達書・願書伺書留帳） 寛政九年八月より文政冗年十一月まで
2  2  （諸達書・願書伺書留帳） 文政冗年十一月より文政十年十二月まで
3  3  （諸達書・願書・伺書留帳） 文政十一年正月より天保二年十一月まで
4  4  （諸達書・願書・伺書留帳） 天保四年四月よ り天保十二年十二月まで
5  5  （諸達書 ・願書・伺書留帳） 天保十二年正月よ り嘉永四年二月まで
6  6  （諸達書 ・願書 ・伺書留帳） 嘉永五年正月よ り安政五年八月まで
7  7  （組筋 跡役之者覚書） 主に五役の頭の跡役人事について
8  8  （諸一件留） 逐電一件、追放一件、押込一件など， ， 御役出 ・目付無役 跡抱 目付支配無役の仰渡など

10 10  （御中間勤方及其他達留帳） 転役装束宿直川筋御成の勤方、御移徒御参詣
御出棺御供など

11 11 御吉凶事井小金御鹿狩一件 吉事等の節の御供行列勤方、小金鹿狩御供など
12 欠本 欠本

12 13 在方筋 在方御成の節の勤方、小金鹿狩御供など

13 14  日光御参詣一件 ・壱 三冊之内 （内題「日 天保十四年度日光参詣へ出立前の記事光御参詣井御留守中御用留 ・天」）

14 15  日光御参詣一件 ・弐・三冊之内 （内題「日 天保十四年度日光参詣へ出立前と留守中の記事光御参詣井御留守中御用留 地」）

15  16  日光御参詣一件 ・参 三冊之内 （内題「日 天保十四年度日光参詣へ出立後の記事光御参詣井御留守中御用留 人」）
16 17 天保度減方書類 諸所御成の節の雨天濡御手当減方に関する取調書など

天保度減方書類 （内題「御改革二付減方被 「御中間方役々井御番所向年々定式請取物減方之儀17 18  仰渡其外申上御用留井辰年炎上之節焼失井 申上候書付」「両御丸御城内外御成御供人数書」損物申上覚」）

18 19  天保度減方書類 「御本丸西丸御馬牽人濡御手当金調」「御炎上之節諸
番所向部屋々諸道具焼失井損物取調申上候覚」など

19 20 （御中間諸届留帳） 御旗指之者御厩より紋付等拾取持帰候一件、御中間
召捕揚屋入一件、御中間身持不宜二付久離一件など

20 21  御救金一件 御中間居宅類焼御救金一件、地震二付居宅潰類焼之
者一件など

21  22 跡役跡番 中間の諸掛跡役 跡番について
23 欠本 （隠居・家督伺 ・弐冊之内か）

22 24 隠居 ・家督伺 ．弐冊之内 隠居家督、病死跡式、病免など
23 25 無役之者取扱一件 無役之者の隠居家督・跡式 帰番について

26 欠本 欠本

24 27 借地 縁組 ・懸合済 養子 ・縁組・貸地 ・借地などに関する外向への掛合
について

25 28 （諸事一件留帳） 日光御進献御馬牽人勤方、前田半次郎遠島一件、御
三家御三卿方御立寄など

26 29 （切米支給二付諸事一件留帳） 拝領屋敷願類例、御乳御用、逐電一件など
27 30 （諸達書 ・願書 ．伺書留帳） 嘉永七年九月より文久二年三月まで

28 31  （諸達書 ・願書 伺書留帳） 文久冗年三月より十二月まで、後半は「皇妹和宮御
方と御縁組被仰出より御婚礼済迄御書付」
「年番二而取扱品」「御中間御役成之節願書井御断り
其外取扱候廉々書類文例」「跡役伺 ．跡番伺・跡抱

29 32 （諸願 ．届 ・伺書方留帳） 直勤申
上 ・濡御手当願 ・羽織御断 ・御役出顆 ・右廉々文格
井規則書方」

30 33 新古抱代々記 「寛政以前御抱入之者代々記」「新規御抱入之者代々記」
31 34 部屋住代々記 「従部屋住御抱入之者代々記」
※ l  江戸東京博物館所蔵「新古改撰誌記」 （資料番号95201731 ~  95201761) より作成。
※ 2  副題がない場合は （仮題）を付した。
※ 3  細目原題がある場合は 「 」内に原題を記した。
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お
り
ま
し
た
。
あ
の
人
は
主
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

う
い
う
者
を
掠
え
て
置
か
ぬ
と
不
都
合
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
若
い
者
ば
か

り
で
す
と
、
通
常
の
事
な
ど
は
心
頭
に
掛
け
ず
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
置
き
ま
す

し
り
ぞ

し
、
そ
れ
に
支
配
向
の
役
人
を
選
挙
し
た
り
闘
け
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

目
付
の
部
下
が
三
、
四
千
人
お
り
ま
す
か
ら
、
部
下
と
申
し
ま
す
の
は
、
御

徒
目
付
、
火
之
番
、
御
小
人
目
付
、
御
中
間
、
黒
鍬
、
御
小
人
等
、
そ
れ
か

ら
、
無
役
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
提
灯
奉
行
な
ど
――一
役
と
申

して、
や
は
り
目
付
の
下
役
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
山
口
は
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
に
つ
い
て
、
大
体
三
、

い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
主
な
役
職
と
し
て
御
徒
目
付
、
火
之
番
、
御
小

人
目
付
、
御
中
間
、
黒
鍬
、
御
小
人
、
無
役
、
提
灯
奉
行
な
ど
が
あ
り
、
「
そ

の
他
た
く
さ
ん
」
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
他
の
史
料
で
も
例
え
ば
「
明
良
帯

録
」
に
「
御
目
付
支
配
の
者
多
し
」
と
あ
り
(7)
、
「
「
有
司
勤
仕
録
」

（後略

答
あ
れ
は
小
使
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
僕
で
す
な

間
黒
鍬
は
何
で
す
か
。

答

四
千
人

で
も

「
（
目
付
は
）
支
配
繁
多
也
、
又
若
年
寄
之
支
配
に
て
も
、
御
目
付
よ
り
触
流
し

等
致
す
事
有
之
」
と
記
し
て
い
る
と
い
う
(8
)。
事
実
、
人
数
に
つ
い
て
は
諸

説
あ
る
が
、
幕
末
期
に
お
け
る
本
丸
付
の
人
数
は
三
0
0
0＼
四
0
0
0人
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
西
丸
付
や
御
三
卿
付
の
目
付
支
配
諸
役
人
を
加
え
る
と

六
ー
七
0
0
0人
前
後
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旗
本
・
御
家
人
の
総
人
数
が
一
―

万――
1
0
0
0人
前
後
で
あ
る
か
ら
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
占
め
る
割
合
は
決
し

監
察
業
務
全
般
を
補
佐
し
て
い
た
徒
目
付
・
小
人
目
付
を
除
け
ば
、
防
火
（
表

火
之
番
・
ニ
丸
火
之
番
）、
火
元
管
理
（
提
灯
奉
行
・
台
所
番
）
、
営
繕
・
番

衛
・
通
信
・
運
搬
・
清
掃
な
ど
雑
事
全
般
（黒
鍬
之
者
・
中
間
頭
・
小
人
頭
・

納
戸
口
璽
な
ど
、
江
戸
城
中
に
お
け
る
施
設
維
持
や
雑
務
に
携
わ
っ
て
い
た

様
子
が
役
職
名
か
ら
も
判
然
と
す
る
(10)。

そ
し
て
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
中
に
は
、
職
務
中
、
苗
字
・
帯
刀
が
基
本
的

に
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、
通
称
・
脇
差
に
て
勤
務
す
る
者
た
ち
も
い
た
。
た
だ
し
、

非
番
の
際
に
は
苗
字
・
幣
刀
と
な
り
、
そ
の
姿
は
他
の
御
家
人
と
ち
が
い
は
な

か
っ
た
(11)。
事
実
、
目
付
支
配
諸
役
人
の
禄
高
は
下
働
き
相
応
に
低
く
、
頭

役
の
中
に
は
一
0
0俵
を
越
え
る
者
も
い
る
が
、
平
役
の
多
く
は
一
0
1
―10

俵
前
後
で
あ
っ
た
。
他
の
御
家
人
、
例
え
ば
諸
組
同
心
が
一
五
ー
三
〇
俵
前
後

で
あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
禄
高
が
一
段
低
く
定
め
ら
れ
て
い
た
(12)。

と
こ
ろ
が
、
彼
ら
目
付
支
配
諸
役
人
は
、
他
の
御
家
人
の
多
く
が
一
代
抱
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
働
き
な
が
ら
譜
代
の
格
式
を
与
え
ら
れ
て
い
た

点
が
注
目
で
き
る
(13)
。
目
付
支
配
諸
役
人
は
、
江
戸
城
内
で
様
々
な
下
働
き

を
す
る
都
合
上
、
大
名
や
旗
本
は
も
ち
ろ
ん
、
将
軍
や
そ
の
家
族
と
い
っ
た
貴

人
の
日
常
生
活
に
接
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
江
戸
城
内
の
様
子
を

巨
細
に
知
り
得
る
立
場
に
あ
り
、
城
中
保
安
の
た
め
に
も
一
代
に
て
召
し
放
ち

と
は
せ
ず
に
、
譜
代
と
し
て
子
々
孫
々
ま
で
身
分
を
保
留
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
が
、
老
衰
や
病
気
な
ど
に
よ
り
退
職
し
た
場
合は、

駕
籠
之
者
・
掃
除
之
者
）
、
御
殿
出
入
り
の
監
視
（
玄
関
番
・
中
之
口
番
・
御

そ
の
主
な
役
職
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
目
付
直
属
の
下
役
と
し
て

て
少
な
く
な
か
っ
た
(9
)
0

178 -



江戸城内の運営と「五役」 ー「新古改撰誌記」より一

表 2 目付支配の諸役人

聴名御小人目付組頭竺人数 1名
酷名御貝役三人数 5名
聴名押御太鼓役五稜名表火之番組頭
三見以下
人数 3名
殿名二丸火之番三人数不詳
職名御提灯奉行三人数 3名
聴名御台所番三人数不詳
殿名黒鍬之者頭--人数 3名職名御中間頭三人数 3名
聴名御小人頭玉
聡名御駕籠之者頭-人数 3名
職名御玄関番竺 (J)者饂
人数 25名位讐 (J)者螂
人数 30名位

旱 三＿補任）
人数 6名位
聴名御浜御殿吟味役三人数 1名
聴名伝奏屋敷番三人数 2・3名
税名桜田伺用屋敷御門番人三人数不詳雷閏巧悶世話役
格式抱席・御目見以下
逗

職名黒敢之者竺人数 470名
職名御中間三人数 540-560名聡名御小人三し以下
聴名御駕籍之者三以下人数 150名
税名 1御掃除之者
吉 10俵1人半扶持

※本表は、松平太郎 「校訂江戸時代制度の研究」（柏書房、 一九七一年複刻版）、笹間良彦 r江戸幕府役職集成J （雄山閣出版、 一九六五年）、
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目
付
は
、
旗
本
・御
家
人
の
行
状
調
査
お
よ
び
政
務
一
切
の
監
査
、
さ
ら
に

譜
代
の
旗
本
・御
家
人
が
小
普
請
組
に
編
入
さ
れ
る
の
と
同
様
、
目
付
支
配
無

役
と
称
さ
れ
、
引
き
続
き
目
付
の
支
配
を
受
け
た
(
1
4)
0

こ
の
よ
う
に
、
目
付
支
配
の
諸
役
人
は
、
無
役
と
な
っ
て
も
、
徹
底
し
て
目

付
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
な
ど
、
そ
の
身
分
上
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
目

付
支
配
と
い
う
支
配
形
態
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
で
は
な
ぜ
、
江
戸
城
の
下

働
き
は
、
目
付
の
支
配
(11管
理
下
）
に
お
か
れ
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
そ
こ

で
次
節
で
は
、
目
付
の
起
源
を
概
観
し
、
そ
の
中
で
目
付
支
配
諸
役
人
が
ど
の

目
付
の
起
源
と
目
付
支
配
諸
役
人
の
成
立

江
戸
幕
府
に
は
大
目
付
お
よ
び
目
付
が
い
て
、
将
軍
の
耳
目
と
な
っ
て
大
名
、

旗
本
、
御
家
人
の
職
務
や
平
素
の
行
状
を
監
察
し
て
い
た
。
大
名
な
ど
は
大
目

付
が
監
察
を
担
当
し
、
旗
本
・御
家
人
な
ど
は
目
付
が
担
当
し
た
(15)。

大
目
付
、
目
付
の
起
源
は
、
戦
国
時
代
に
敵
情
の
偵
察
や
戦
功
の
査
察
、
布

陣
の
整
理
な
ど
、
戦
場
で
士
卒
の
行
状
を
監
督
・指
導
し
て
い
た
軍
目
付
に
あ

る
。
軍
目
付
は
、
合
戦
が
な
い
平
時
に
お
い
て
は
、
自
国
・敵
国
の
民
情
視
察

や
家
臣
団
の
素
行
調
奇
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
江
戸
時
代
に
な
り
平
穏
な
社

会
と
な
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
大
名
、
旗
本
、
御
家
人
な
ど
の
素
行
調
査
(11監察）

を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
目
付
は
、
大
名
家
へ

の
法
令
伝
達
や
江
戸
城
内
に
お
け
る
大
名
の
席
次
や
礼
法
の
取
締
に
の
み
役
割

が
限
定
さ
れ
て
い
く
中
、
目
付
は
監
察
官
と
し
て
の
役
割
を
維
持
し
続
け
て
い

く
こ
と
と
な
る
。

2
 

よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
検
討
し
た
い
。

ヽ
こ
。

し
t

な
ど
雑
事
全
般
、
御
殿
出
入
り
の
監
視
な
ど
、
様
々
な
役
目
を
分
担
し
て
い
た
。

さ
て
、
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
目
付
支
配
諸
役
人
に
は
、
目
付
の
監
察

業
務
全
般
の
補
佐
、
防
火
・火
元
管
理
、
営
繕
・番
衛
・通
信
・運
搬
・清
掃

そ
の
う
ち
主
な
役
職
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
、
分
類
さ
れ
呼
称
さ
れ
て

目
付
支
配
の
諸
役
人
の
う
ち
、
最
も
人
数
が
多
い
五
つ
の
役
職
（黒鍬
之

3
五
役
の
制
の
成
立

付
支
配
に
編
成
さ
れ
て
い
る
理
由
も
う
な
づ
け
よ
う
。

人
目
付
）
や
従
者
・
下
僕
（
中
間
・
小
人
）
、
荷
駄
・
戦
場
の
整
備
（
黒
鍬
之

者
・
駕
籠
之
者
・掃
除
之
者
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
役
目
柄
は
一
見
し
て
雑

多
に
見
え
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
戦
場
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
戦
場
で
の
下
働
き
を
、
平
和
な
時
代
と
な
っ
て
か
ら
そ
の
ま
ま
江

戸
城
内
で
の
種
々
雑
多
な
下
働
き
に
あ
て
た
の
が
目
付
支
配
諸
役
人
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
城
内
の
下
働
き
は
目
付
に
支
配
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
また、
平
時
に
お
い
て
何
ら
役
割
の
な
い
御
貝
役
や
押
御
太
鼓
役
が
目

改
め
て
目
付
支
配
の
諸
役
人
を
み
て
み
る
と
、
軍
列
の
整
序
（
徒
目
付
・小

内
部
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

将
軍
お
よ
び
そ
の
家
族
が
他
出
す
る
際
の
行
列
の
供
奉
や
火
災
な
ど
の
非
常
時

に
お
け
る
差
配
役
に
任
じ
て
い
た
。
定
員
一
0
名
、
役
高
一0
0
0石
、
布
衣

役
で
あ
っ
た
。
江
戸
城
中
の
目
付
部
屋
に
て
執
務
し
、
下
役
で
あ
る
徒
目
付
、

小
人
目
付
な
ど
の
目
付
衆
を
指
揮
し
て
そ
の
業
務
を
運
営
し
て
い
た
。
こ
の
罰

屋
に
は
、
目
付
衆
以
外
は
一
切
立
ち
入
り
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
老
中
で
さ
え
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部
屋
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。

中
間
は
、

一
五
俵
一人
扶
持
で
、
江
戸
城
内
の
御
長
屋
門
・大
奥
御
長
屋

編
成
さ
れ
て
い
た
。

者
・中
間
・小
人
・
駕
籠
之
者
・掃
除
之
者
）
を
「
五
役
」
と
い
い
、
そ
の
頭

を
五
役
の
頭
と
称
し
た
(16)。
こ
の
五
役
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
他
の
目
付

一
般
的
で
あ
っ
た
(17)
。
五
役

の
う
ち
、
駕
籠
之
者
を
除
い
た
四
つ
の
役
職
を
「四
役
」
と
い
う
。
こ
の
差
別

が
生
じ
た
理
由
は
、
駕
籠
之
者
は
譜
代
で
は
あ
っ
た
が
、
駕
籠
を
担
ぐ
と
い
う

職
務
上
、
相
続
に
は
身
長
の
規
制
が
あ
り
、
必
ず
し
も
親
の
跡
を
子
が
継
げ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
し
て
四
役
の
者
は
、
譜
代
格
の
家
筋
に
相
応
し
く
、

父
か
ら
子
へ
と
職
責
を
引
き
継
い
で
い
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

先
迩
の
「
旧
事
諮
問
録
」
で
は
、
五
役
、
四
役
の
他
に
「提
灯
奉
行
な
ど
三

知
と
申
し
て
、
や
は
り
目
付
の
下
役
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
(18)。
そ
れ
は
恐

ら
く
提
灯
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
、
防
火
・
火
元
管
理
に
関
す
る
三
役
の
こ
と

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
り
の
二
役
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

黒
鍬
之
者
は
、

―
二
俵
一
人
扶
持
で
、
江
戸
城
内
の
土
木
工
事
や
作
事
、
堀

割
な
ど
の
清
掃
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
物
品
の
運
搬
や
御
使
に
も
従
事
し
た
。

定
員
四
七
0
名
前
後
で
三
名
の
黒
鍬
之
者
頭
(
1
0
0
俵
高
）

員
五
五
0
名
前
後
で
三
名
の
中
間
頭
（
八
〇
俵
高
）

の
も
と
三
組
に

門
・
御
台
所
前
新
土
戸
・
大
奥
前
仕
切
戸
な
ど
の
警
備
や
、
御
使
な
ど
に
従
事

し
た
。
ま
た
、
将
軍
が
遠
出
を
す
る
際
に
は
、
雑
用
の
た
め
に
随
行
し
た
。
定

の
も
と
三
組
に
編
成
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
中
間
か
ら
は
、
中
間
目
付
が
抜
擢
さ
れ
、
目
付
衆
と
し
て
目
付

こ
の
う
ち
、
五
役
の
く
わ
し
い
職
務
や
編
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

支
配
諸
役
へ
と
転
出・
昇
進
し
て
い
く
の
が
、

本
章
で
は
、
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
の
新
出
史
料
「
新
古
改
撰
誌
記
」
お
よ

二、

五
役
の
者
に
よ
る
勤
務
の
具
体
例

の
勤
務
実
態
に
せ
ま
り
た
い
。

や
奥
役
人
が
出
入
り
す
る
際
は
こ
れ
に
供
奉
し
、
ま
た
、
御
使
や
用
品
の
運
搬

な
ど
に
従
事
し
た
。
定
員
五
0
0
名
前
後
で
三
名
の
小
人
頭
（
八
〇
俵
高
）
の

も
と
三
組
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
小
人
か
ら
は
、
小
人
目
付
が
抜
擢
さ
れ
、

駕
籠
之
者
は
、
二
〇
俵
二
人
扶
持
で
、
将
軍
や
そ
の
家
族
が
乗
る
駕
籠
の
担

ぎ
手
で
あ
っ
た
。
定
員
七
0
名
前
後
で
三
名
の
駕
籠
之
者
頭
の
も
と
三
組
に
編

山
や
吹
上
御
庭
な
ど
様
々
な
場
所
の
清
掃
に
従
事
し
た
。
ま
た
、
御
使
や
物
品

の
運
搬
に
も
従
事
し
た
。
定
員
一八
0
名
前
後
で
三
名
の
掃
除
之
者
頭
の
も
と

以
上
の
五
役
の
総
数
は
頭
も
含
め
て
約
五
―
―
1
0
0
人
ほ
ど
で
、
六
＼
七
0
0

0
人
い
た
と
さ
れ
る
目
付
支
配
諸
役
人
の
ま
さ
に
中
核
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
第

二
章
で
は
、
こ
の
五
役
の
者
を
中
心
に
江
戸
城
内
に
お
け
る
目
付
支
配
諸
役
人

び
「
勤
方
諸
心
得
邦
」
を
利
用
し
て
、
江
戸
城
中
に
お
け
る
五
役
の
者
の
う
ち
、

特
に
黒
鍬
之
者
と
中
間
の
勤
務
実
態
に
つ
い
て
、
1
御
門
の
通
用
、
2
御
門
の

番衛、
3
江
戸
城
内
で
の
御
成
行
列
、
4
江
戸
城
内
の
防
火
、
5
そ
の
他
、
運

三
組
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。

掃
除
之
者
は
、

1
0俵
一人
扶
持
で
、
江
戸
城
内
の
御
殿
を
は
じ
め
、
紅
葉

成
さ
れ
て
い
た
。

目
付
衆
と
し
て
目
付
部
屋
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
。

小
人
は
、

一
五
俵
一
人
扶
持
で
、
御
玄
関
や
中
之
口
な
ど
を
威
言
衛
し
、
女
中
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て
い
た
。
そ
の
様
子
は
、
「勤
方
諸
心
得
担
」
所
載
の
「御
頭
替
一
件
担
」
か

ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
(19)。

天
保
十
三
年
(
-八
四
二）
六
月
二
十
六
日
、
黒
鍬
之
者
頭
の
一
人
柳
田
勝

太
郎
が
病
死
し
た
た
め
、
柳
田
組
の
黒
鍬
之
者
約
一七
0
名
を
、
残
り
二
名
の

頭
（
近
藤
勝
平
・伊
藤
龍
之
助
）
で
預
か
る
こ
と
が
当
番
目
付
へ
届
け
出
さ
れ

る
。
合
わ
せ
て
、
近
藤
・伊
藤
両
頭
は
、
柳
田
組
が
平
常
通
用
し
て
い
た
七
つ

の
御
門
（
二
丸
鋼
御
門
・同
所
仲
仕
切
・同
所
喰
違
御
門
・蓮
池
御
門
・西
丸

御
裏
御
門
・
同
所
仲
仕
切
・
同
所
吹
上
御
門
）
の
頭
に
対
し
て
、
当
座
は
「
私

共
焼
印
鑑
二
而
、
御
門
出
入
仕
候
様
」
と
の
御
断
を
通
達
し
、
柳
田
勝
太
郎
が

所
持
し
て
い
た
鑑
札
は
御
留
守
居
に
返
上
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
日
付
や
人
物
は
不
明
な
が
ら
柳
田
の
跡
役
が
決
定
し
、
新
し
い
黒

よ
な
く
、

9

,'~ 事
な
ど
、
勤
務
に
と
も
な
う
様
々
な
出
来
事
に
つ
い
て
も
ま
た
、
随
時
、
取
り

あ
げ
る
。

黒
鍬
之
者
頭
の
交
替
と
御
門
通
用
鑑
札

先
述
し
た
と
お
り
、
五
役
の
者
は
下
働
き
と
し
て
江
戸
城
中
の
所
々
に
出
入

り
し
、
あ
る
い
は
将
軍
や
そ
の
家
族
、
大
名
の
側
近
く
で
様
々
な
雑
用
に
従
事

し
て
い
た
。
当
然
、
城
中
保
安
の
た
め
に
も
、
彼
ら
が
江
戸
城
内
に
何
時
ご
ろ

何
人
い
て
、
何
処
で
作
業
に
従
事
し
て
い
る
の
か
、
厳
格
に
把
握
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
身
分
的
に
も
軽
格
で
あ
り
、
し
か
も
、
日
々
、
大
勢
の
人

数
が
出
入
り
し
て
い
た
都
合
か
ら
、
容
姿
と
名
前
を
一致
し
て
把
握
す
る
の
で

一
人
一
人
に
下
ヶ
札
を
交
付
し
て
、
江
戸
城
へ
の
出
入
り
を
管
理
し

右
御
控
共
壱
通

寅

月

近
藤
勝
平

黒
鍬
之
者
頭

共
御
作
事
方
よ
り
被
仰
渡
可
被
下
候
、
以
上

右
者
黒
鍬
之
者
頭
柳
田
勝
太
郎
跡
役
被
仰
付
候
二
付
、
組
之
者
御
門
出
入

百
枚
新
規

内
七
拾
枚
白
削
直

一、
同
下
ヶ
札

百
七
拾
枚

四
枚
新
規

メ
内

三
枚
白
削
直

一
、
焼
印
鑑
札
七

枚

覚

鍬
之
者
頭
お
よ
び
組
の
者
へ
改
め
て
御
門
通
用
の
た
め
の
鑑
札
お
よ
び
下
ヶ
札

が
配
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ぎ
の
史
料
は
、
作
事
方
へ
鑑
札
の
作
成
を
依

頼
す
る
書
付
で
あ
る
。

〔史料二〕

御
作
事
方
江御
断

札
相
渡
申
候
間
、
前
々
之
通
、
請
取
申
度
奉
存
候
、
右
板
、
白
削
直
・
新
規

こ
の
よ
う
に
、
作
事
方
に
よ
っ
て
鑑
札
・下
ヶ
札
が
「
白
削
直
」
さ
れ
、
あ

る
い
は
新
規
に
作
成
さ
れ
、
黒
鍬
之
者
頭
へ
は
焼
き
印
入
り
の
鑑
札
が
七
枚
、

月
番
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〔史料三〕

（朱
字
）

百
拾

組
の
者
各
人
へ
は
焼
き
印
入
り
の
下
げ
札
一
七
0
枚
が
そ
れ
ぞ
れ
配
布
さ
れ

た
。
ま
た
、
黒
鍬
之
者
頭
の
焼
印
鑑
札
に
つ
い
て
は
、
徒
目
付
を
通
じ
て
、
先

に
あ
げ
た
七
つ
の
御
門
の
頭
に
対
し
て
各
御
門
に
対
応
す
る
焼
印
の
判
鑑
を
提

以
上
、
黒
鍬
之
者
に
よ
る
江
戸
城
中
へ
の
通
用
の
様
子
を
ま
と
め
る
と
、
組

の
者
は
、
各
人
で
焼
印
下
ヶ
札
を
携
行
し
黒
鍬
之
者
頭
に
率
い
ら
れ
て
各
御
門

を
通
用
し
、
黒
鍬
之
者
頭
は
、
自
身
の
組
が
通
用
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
い

た
御
門
ご
と
に
対
応
す
る
焼
印
鑑
札
を
提
示
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
また、

黒
鍬
之
者
頭
が
不
在
の
場
合
は
他
の
頭
が
御
門
通
用
を
先
導
し
、
必
ず
頭
の
先

導
な
く
し
て
は
黒
鍬
之
者
が
御
門
を
通
用
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
頭
替
え

ご
と
に
鑑
札
、
下
ヶ
札
と
も
更
新
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

何
れ
に
し
て
も
黒
鍬
之
者
が
、
江
戸
城
御
門
の
う
ち
七
つ
も
の
箇
所
を
通
用

し
、
江
戸
城
中
の
い
た
る
所
で
勤
務
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
だ

け
に
、
黒
鍬
之
者
の
通
用
は
鑑
札
や
下
ヶ
札
を
用
い
て
厳
重
に
管
理
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
他
の
五
役
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
鑑
札
あ
る
い
は
下
ヶ
札
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

そ
れ
相
応
の
懲
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ぎ
の
史
料
は
、
文
政
五
年

（一八
二
二
）
九
月
に
、
中
間
渡
辺
新
七
郎
が
、
御
門
札
を
紛
失
し
た
た
め
に

押
込
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
(2
0)
0

文
政
五
午
年
九
月
六
日
酉
丸
御
馬
番
四
郎
五
郎
殿
江
差
出
ス
、
同
月

十
日
押
込
可
申
渡
旨
、
西
丸
水
野
壱
岐
守
殿
被
仰
渡
候
段
、
桜
井
九
右
衛
門

出
し
て
い
る
。

中
間
渡
辺
新
七
郎
は
、
勤
務
が
「
明
番
」
と
な
っ
た
帰
宅
途
中
、
「
茄
積
」

以
上

後略）
午
九
月
六
日

西
丸
勤
御
中
間
押
込
伺

鈴
木
千
右
衛
門

御
中
間
頭 渡

部
新
七
郎

右
新
七
郎
儀
、
当
八
月
廿
二
日
明
番
之
節
、
途
中
茄
積
差
起
、
所
々
休
息
仕

養
生
相
加
、
漸
帰
宅
仕
候
処
、
御
留
守
居
衆
焼
印
之
御
門
札
、
其
側
取
落
候

ニ
付
、
罷
帰
り
候
道
筋
再
三
相
尋
候
へ
共
、
一
向
相
知
不
申
、
不
調
法
至
極

奉
怖
入
候
旨
、
申
聞
候
、
依
之
、
新
七
郎
儀
、
押
込
置
可
申
哉
、
奉
伺
候
、

と
な
り
休
息
し
つ
つ
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
、
留
守
居
よ
り
預
か
っ
た
「
焼
印
之
御

門
札
」
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
、「
不
調
法
至
極
」
と
の

理
由
で
押
込
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
黒
鍬
之
者
と
同
様
、
中
間
も
ま

た
各
人
で
御
門
通
用
の
札
を
も
ち
、
御
門
通
用
の
札
は
厳
重
に
管
理
さ
れ
、
も

し
紛
失
の
際
に
は
懲
罰
の
対
象
と
な
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

覚

西
丸
御
広
敷
御
長
屋
御
門
番

鈴
木
千
右
衛
門
組
御
中
間

阿
部
四
郎
五
郎

殿
立
合
、
柴
田
三
左
衛
門
殿
被
仰
渡
候
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か
つ
て
御
長
屋
御
門
番
を
勤
め
た
市
江
与
惣
次
は
、
年
来
の
勤
功
に
よ
っ
て

「
泊
御
用
」
を
用
捨
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
市
江
与
惣
次
の
跡
役
と
な
っ
た

桜
井
甚
五
右
衛
門
も
ま
た
「
是
迄
年
来
相
勤
」
た
こ
と
か
ら
、
市
江
と
同
様
に

出

（後略

小
宮
山
作
右
衛
門
様
（
他
二
名
）

文
政
二
年
）
卯
九
月

前
節
の
よ
う
に
、
五
役
の
者
に
よ
る
御
門
通
用
を
厳
重
に
管
理
し
て
い
た
理

由
は
、
五
役
の
者
自
身
が
、
御
門
の
番
衛
を
勤
め
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
江

戸
城
御
門
に
つ
い
て
、
大
名
や
旗
本
が
軍
事
的
に
守
備
し
て
居
た
の
に
対
し
て
、

彼
ら
は
、
御
門
の
番
衛
と
し
て
、
人
員
や
物
品
の
通
用
を
管
理
す
る
役
目
を
担

っ
て
い
た
。
さ
て
、
中
間
が
昼
夜
を
問
わ
ず
番
衛
を
勤
め
て
い
た
様
子
は
、

ぎ
の
史
料
か
ら
明
か
で
あ
る
(21)
0

奉
顧
上
候
覚

同
奉
願
上
候
、
以
上

2
御
門
な
ど
の
番
衛

御
長
屋
御
門
番

〔史料四〕

（
朱
字

）

八
拾
五
文
政
―
一卯
九
月
廿
七
日
御
長
屋
御
門
番
世
話
役
池
内
長
右
衛
門
差 つ

御
長
屋
御
門
番
市
江
与
惣
次
義
、
年
来
相
勤
候
二
付
、
泊
用
捨
被
仰
付
相
勤

罷
在
候
処
、
此
度
、
与
惣
次
義
、
退
役
仕
候
間
、
右
代
桜
井
甚
五
右
衛
門
義
、

是
迄
年
来
相
勤
候
二
付
、
何
卒
泊
御
用
捨
被
仰
付
被
下
置
候
様
、
同
役
共
一

御
中
間
方

一
、
御
中
間
頭

一、
御
小
人
頭

三
人
朝
夕
夜
共

弐
人
朝
夕
共

四
人
夕
斗

壱
人
夕
斗

壱
人
同
断

壱
人
夕
斗

（文化―
一年
）
丑
六
月
六
日
五
役
一
同
伊
織
殿
江差
出
下
書

覚 lj各）
訂圃

か
が
え
る
(22)。

「
泊
御
用
」
の
用
捨
が
願
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昼
夜
を
問
わ

な
い
御
門
の
番
衛
は
、
五
役
の
者
に
と
っ
て
主
た
る
業
務
の
一
っ
で
あ
っ
た
。

一
方
、
彼
ら
に
と
っ
て
「泊
御
用
」
は
か
な
り
の
負
担
業
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

老
齢
と
な
っ
た
年
功
者
は
、
特
例
と
し
て
「
泊
御
用
」
を
用
捨
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

また、

〔史料五〕
つ
ぎ
の
史
料
か
ら
は
、
五
役
一同
が
番
衛
を
勤
め
て
い
た
場
所
が
う

一
、
御
供
組
頭

一
、
押
方
御
使
之
番

一
、
奥
表
仕
切
土
戸
番

一
、
御
太
鼓
櫓
下
土
戸
番

但
、
御
中
間
御
小
人
打
込

184 
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一、
御
小
人
目
付
朝
夕
夜
共

但
、
御
中
間
目
付
御
小
人
目
付
打
込

弐
人

ニ
ノ
丸
詰

一、
御
草
履
取
朝
夕
夜
共

一
、
御
風
呂
屋
口
番

弐
人

朝
夕
夜
共

一
、
御
使
之
者
朝
夕
夜
共

但
、
御
中
間
御
小
人
打
込
人
数
不
同

後略）

御
小
人
頭

拾
人

五
拾
七
人

夕
斗

丑
六
月

弐
人
朝
夕
夜
共

八
人

六
十
人

夕
斗

壱
人

朝
夕
夜
共

御
城
内

一、
御
供
担
使
之
者

右
御
台
所
定
御
断
二
而
被
下
置
候

六
人

朝
夕
共

御
成
御
用

一、
同
御
台
所
脇
御
長
屋
御
門
番
弐
人
朝
夕
夜
共

弐
人
朝
夕
共

一、
中
之

□番
弐
人
朝
夕
夜
共

三
人

御
広
敷

一、
奥
御
台
所
前
御
門
番

一
、
裏
メ
戸
番

朝
夕
夜
共

一、
ニ
ノ
丸
御
広
敷
御
門
番

一
、
裏
メ
戸
番

一
、
ニ
ノ
丸
御
長
屋
御
門
番

、
n
、
人
用

一
稚lj
才

弐
人

弐
人

朝
夕
夜
共

御
小
人
方

一
、
御
使
組
頭

一、
御
小
人
目
付
朝
夕
夜
共

但
、
御
中
間
目
付
御
小
人
目
付
打
込
人
数
不
同

御
中
間
押
御
小
人
押
打
込

但
、
享
和
元
酉
年
十
二
月
廿
四
日
よ
り
御
台
所
被
下
置
候

一、
御
中
間
御
小
人

二
拾
人
程

右
者、
御
用
二
付
、
御
城
江
罷
出
候
節
、
御
台
所
自
分
御
座
候
得
者
、
序

江罷
出
、
前
々
よ
り
御
台
所
頂
戴
仕
候
仕
来
二
御
座
候
、
尤
、
日
々
人

数
差
定
り
候
儀
、
無
御
座
候

右
之
通
御
座
候
、
以
上

こ
の
史
料
は
、
文
化
二
年
(
-八
0
五
）
六
月
、
中
間
頭
・
小
人
頭
連
名
で

賄
方
に
対
し
て
、
五
役
の
者
（
「
五
役
一
同
」
）
が
江
戸
城
内
で
の
勤
務
中
に
頂

戴
し
て
い
る
食
事
（
「
御
台
所
」
）
の
先
例
に
つ
い
て
、
役
柄
ご
と
に
必
要
な
食

事
の
人
数
と
時
間
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
あ
げ
ら
れ
て
い
る
二
四
の

朝
夕
夜
共

三
人
朝
夕
夜
共

同 一、
堀
重
御
門
番
弐
人
朝
夕
夜
共

同 一、
御
使
之
者

同

三
人
朝
夕
夜
共

御
中
間
頭
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役
柄
の
う
ち
、
番
衛
と
し
て
「
奥
表
仕
切
土
戸
番
」
「御
太
鼓
櫓
下
土
戸
番
」

「
奥
御
台
所
前
御
門
番
」
「
裏
メ
戸
番
」「ニ
ノ
丸
御
広
敷
御
門
番
」
「
裏
メ
戸
番
」

「
ニ
ノ
丸
御
長
屋
御
門
番
」
「同
御
台
所
脇
御
長
屋
御
門
番
」
「
御
風
呂
屋
口
番
」

「堀
重
御
門
番
」
「中
之
口
番
」
の
一
―
ヶ
所
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
如
何
に
五
役
の
者
が
所
々
で
番
衛
を
勤
め
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
ま

た
、
番
衛
の
多
く
が
食
事
の
時
間
と
し
て
「朝
夕
夜
共
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
史
料
四
と
合
わ
せ
て
、
五
役
の
者
が
昼
夜
を
問
わ
ず
御
門
の
通

用
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。

江
戸
城
内
に
お
け
る
御
成
行
列

も
ち
ろ
ん
彼
ら
五
役
の
者
が
主
要
業
務
と
し
て
い
た
の
は
、
御
門
の
通
用
管

理
だ
け
で
は
な
い
。
人
物
や
物
品
の
移
動
に
際
し
、
御
供
や
担
ぎ
手
と
し
て
の

役
割
も
ま
た
受
け
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
将
軍
や
世
子
の
移
動
に
際
し
て
、

黒
鍬
之
者
は
草
履
や
物
資
の
運
搬
な
ど
、
中
間
は
旗
指
・
持
鎗
や
御
使
な
ど
、

小
人
は
轡
取
や
用
品
の
運
搬
、
駕
籠
之
者
は
乗
輿
の
担
い
手
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

従
事
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
城
中
に
お
け
る
様
々
な
日
常
用
品
の
運
搬

も
彼
ら
五
役
の
者
が
担
当
し
て
い
た
と
い
う
(23)。

つ
ぎ
の
史
料
は
、
文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
正
月
、
十
二
代
将
軍
家
慶
の
四

男
政
之
助
（
後
の
十
三
代
将
軍
家
定
）
が
新
年
の
儀
礼
の
た
め
西
丸
御
殿
か
ら

本
丸
御
殿
へ
移
動
し
、
逗
留
し
た
際
の
御
供
立
に
関
す
る
申
し
渡
し
で
あ
る

(24)
0
 

右
者

〔史料六〕
正
月

御
小
人
頭

御
中
間
頭

細
田
小
兵
衛

文
政
八
酉
年
正
月
御
達
書
折
本
と
も
西
丸
堀
越
又
右
衛
門
よ
り
廻
し
二
付
両

役
承
付
返
却

百
参
拾
の
上

西
丸
御
徒
目
付
組
頭

西
丸
御
駕
籠
者
頭

為
御
知
御
使
之
者

御
駕
籠
之
者

御
本
丸
江為

相
済
候
間
、
此
段
申
渡
候
事

御
世
話
役

御
逗
留
被
為

政
之
助
殿
近
々

別
紙
折
本
之
通
、
且
、
書
面
之
人
数
御
雇
二而差
出
可
申
旨
、
壱
岐
守
江伺

壱
人
拾
人
四
人

御
雨
覆
持

弐
人

御
挟
箱
持

四
人

御
傘
持

弐
人

御
持
鑓
役

御
手
廻
り

壱
人
弐
人

御
草
履
取

壱
人

御
小
人
目
付

参
人

御
徒
目
付

弐
人

入
候
節
御
供
立
、
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〈参考図〉「政之助殿御供立」

御小人 別紙折本

月
!！ 

但‘ 付目

御鑓・ 西丸よ 御徒月

I  :  取 [  

御塁下門よ 御小付人日 御徒付目 御弁茶当 御数寄屋坊主

開キ扁 御挟箱 御雨覆 御挟箱

闊皿

覚

一
、
竹
水
鉄
砲

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
世
子
が
江
戸
城
内
を
移
動
す
る
際
、
駕
籠
之
者
が
「
御

駕
籠
」
の
担
ぎ
手
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
五
役
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
「
草
履

取
」
「
御
持
鑓
役
」
「
御
傘
持
」
「
御
挟
箱
持
」
「
御
雨
覆
持
」
と
し
て
、
世
子
の

移
動
に
と
も
な
う
様
々
な
御
道
具
の
担
ぎ
手
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
御
手
廻
」

「
為
御
知
御
使
之
者
」
「
御
世
話
役
」
と
し
て
、
時
に
応
じ
て
雑
用
に
任
じ
る
の

も
五
役
の
者
の
役
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
徒
目
付
や
小
人
目
付
が
御
供
立
の
先

頭
に
い
て
行
列
の
整
序
に
あ
た
っ
て
い
る
点
な
ど
、
軍
目
付
の
配
下
と
し
て
布

陣
の
整
序
に
あ
た
っ
て
い
た
起
源
を
坊
彿
と
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
様
子
は
、
何
も
将
軍
や
そ
の
世
子
に
限
ら
な
い
。
他
の
将
軍
家
族

が
城
内
を
移
動
す
る
際
も
同
様
の
御
供
立
を
組
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
江
戸

城
内
に
お
け
る
貴
人
の
移
動
に
際
し
て
、
下
働
き
で
あ
る
五
役
の
者
は
必
要
不

可
欠
で
あ
っ
た
。

別
紙
折
本
（
参
考
図
参
照

さ
ら
に
五
役
の
者
の
業
務
と
し
て
防
火
・
火
元
管
理
が
あ
げ
ら
れ
る
。
目
付

の
配
下
に
は
、
表
火
之
番
を
は
じ
め
、
提
灯
奉
行
や
台
所
番
と
い
っ
た
防
火
や

火
元
管
理
に
専
従
し
た
諸
役
人
が
存
在
し
た
が
、
中
間
な
ど
五
役
の
者
も
ま
た

一
端
を
担
っ
て
い
た
。
つ
ぎ
の
史
料
は
、
中
間
が
管
理
し
て
い
た
消
火
用
の

「竹
水
鉄
砲
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
(25)
、
中
間
に
よ
る
防
火
の
一
端
が
う

か
が
え
る
(26)。

〔史料七〕
五
百
十
二

4
 
江
戸
城
内
で
の
防
火
活
動

文
政
八
酉
年
十
二
月

右
様
御
用
立
不
申
候
、
勿
論
相
渡
候
年
月
相
分
り
不
申
候
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二
月
八
日

文
政
八
年
(
-
八
二
五
）
―一
月
、
御
本
丸
奥
仕
切
御
門
番
所
が
管
理
す
る
竹

水
鉄
砲
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
御
用
立
不
申
」
と
い
っ
た
状
態
で
、
し
か
も

付
属
品
で
あ
る
水
箱
も
紛
失
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
竹
水
鉄
砲
が
い
つ
ご

ろ
配
備
さ
れ
た
の
か
も
不
明
で
あ
っ
た
（
「
相
渡
候
年
月
相
分
り
不
申
」
）
。
な

お
、
本
丸
や
二
丸
の
中
間
御
番
所
に
は
、
元
来
、
水
鉄
砲
お
よ
び
水
籠
(11水

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
御
本
丸
奥
仕
切
御
門
番
所
に
は
、
消
火
の
た
め
の
竹

水
鉄
砲
と
水
箱
が
配
備
さ
れ
、
文
政
年
間
(
-
八
一
八
ー
三
0)
に
は
紛
失
あ

る
い
は
放
置
さ
れ
る
と
い
っ
た
有
り
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
節
で
述

べ
た
と
お
り
、
各
御
門
番
所
に
は
、
番
衛
と
し
て
夜
間
も
五
役
の
者
が
詰
め
て

い
て
、
夜
番
の
際
に
掲
げ
た
提
灯
・
行
燈
な
ど
、
失
火
の
原
因
と
な
り
兼
ね
な

い
火
元
が
あ
っ
た
(27)。
そ
こ
で
、
不
時
の
際
に
は
直
ち
に
御
門
番
自
身
で
消

火
に
あ
た
れ
る
よ
う
、
竹
水
鉄
砲
が
配
備
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
特
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
つ
し
か
放
置
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何

れ
に
し
て
も
中
間
は
、
夜
番
の
際
な
ど
灯
火
を
取
り
扱
う
場
合
も
あ
り
、
結
果
、

箱
）
は
配
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

御
供
組
頭

御
本
丸
・
ニ
丸
御
中
間
御
番
所
向
水
鉄
砲
・
水
籠
請
取
不
申
候
、
以
上

右
者
、

黒
鍬
之
者

今
十
八
日
、
定
日
御

拾
三
人

令威
欠
力
）

金
御

用
六
人
・
加
番
御
用
四
人
、
御
腰
物

覚 五
月

詰
番

黒
鍬
之
者
弐
人

臨
時

覚

台
所
御
断

御
当
番

〔史料八〕

火
元
管
理
や
防
火
に
あ
た
る
機
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ら
ず
、
様
々
な
雑
用
を
常
時
・
臨
時
を
問
わ
ず
勤
め
て
い
た
。
こ
こ
で
は
黒
鍬

之
者
が
時
に
応
じ
て
仰
せ
付
け
ら
れ
た
雑
用
の
一
端
を
、
台
所
・
賄
御
断
に
関

す
る
史
料
か
ら
う
か
が
っ
て
み
た
い
。
つ
ぎ
の
史
料
八
＼
一
一は
、
あ
る
御
用

を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
黒
鍬
之
者
の
た
め
、
黒
鍬
之
者
頭
か
ら
賄
頭
に
対
し
て
御

用
中
の
「
御
台
所
」
「御
賄
」
(11食
事
）
支
給
を
願
う
書
付
で
あ
る
(28)
。

右
者
、
御
書
面
蔵
御
風
入
為
御
用
罷
出
候
間
、
明
幾
日
よ
り
朝
夕
御
台
所
被

下
候
様
御
断
申
上
候
、
尤
、
御
用
相
済
候
ハ
ヽ
、
御
断
返
可
被
下
候
、
以
上

黒
鍬
之
者
頭

〔史料九〕

杉
山
万
五
郎

も
ち
ろ
ん
五
役
の
者
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
番
衛
や
御
供
立
、
防
火
の
み
な

木
村
平
兵
衛

酉
二
月
八
日

但
、
水
箱
無
御
座
候

御
本
丸
奥
仕
切
御
門
番
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正
月
廿
六
日

近
藤
勝
平

覚 月
日

〔
史
料
一
〇
〕

定
式
御
賄
断
控

〔史
料
――〕

拾
人 近

藤
勝
平

黒
鍬
之
者

為
御
用
罷
出
申
候
間
、
朝
夕
御
賄
被
下
候
様
、
御
断
申
上
候
、
以
上

黒
鍬
之
者
頭

罷
出
申
候
間
、
朝
夕
御
賄
被
下
候
様
御
断
申
上
候
、
以
上

黒
鍬
之
者
頭

宝
蔵
か
ら
御
筆
類
を
運
び
出
す
際
の
御
長
持
棒
人
(11担
ぎ
手
）
（
史
料
一

拾
弐
人

覚 月
日

黒
鍬
之
者

-
）
 

黒
鍬
之
者

右
者
、
今
廿
六
日
紅
葉
山
御
神
庫
御
筆
類
御
拝
見
二付
、
御
長
持
棒
人
為
御
用

こ
の
よ
う
に
黒
鍬
之
者
は
、
御
書
面
蔵
に
風
入
れ
を
す
る
作
業
（
史
料
八
）

や
御
金
蔵
か
ら
御
腰
物
・
御
道
具
を
持
ち
運
ぶ
作
業
（
史
料
九
）
、
下
乗
門
・

平
川
門
・
紅
葉
山
下
・西
丸
な
ど
所
々
の
御
掃
除
（
史
料
一
0)、
紅
葉
山
御

御
道
具
持
運
御
用
罷
出
申
候
間
、
朝
夕
御
賄
被
下
候
様
御
断
申
上
候
、
以
上

で
あ
っ
た
の
か
、
次
章
で
検
討
し
た
い
。

1
-
―か
ら
は
、
第
一節
で
述
べ
た
と
お
り
、
黒
鍬
之
者
が
様
々
な
御
用
に
従

事
し
て
い
た
関
係
か
ら
江
戸
城
中
の
所
々
に
出
入
り
し
て
い
た
姿
が
改
め
て
確

認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
用
に
則
し
て
食
事
（
「
御
台
所
」
「
御

賄
」
）
が
下
さ
れ
て
い
た
点
も
注
目
で
き
る
(2
9)
0

以
上
、
五
役
の
者
は
、
元
来
、
軍
目
付
の
配
下
と
し
て
戦
場
に
お
け
る
様
々

な
下
働
き
を
担
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
平
和
な
時
代
と
な
っ
て
か
ら
も
や
は
り

目
付
の
配
下
と
し
て
、
江
戸
城
内
の
雑
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

職
務
は
広
く
、
例
え
ば
、
諸
門
の
番
衛
、
行
列
の
御
供
、
詰
所
付
近
の
防
火
、

物
品
の
運
搬
、
所
々
の
清
掃
な
ど
、
何
れ
も
江
戸
城
内
の
施
設
維
持
や
物
品
管

理
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
役
の
者
は
、
様
々
な
雑
務
を

担
っ
て
い
た
関
係
か
ら
城
内
い
た
る
所
に
出
入
り
が
可
能
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
五
役
の
者
に
よ
る
諸
所
の
出
入
り
は
鑑
札
を
も
っ
て
厳
重
に
管
理
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
五
役
の
頭
か
ら
賄
方
へ
書
付
を
も
っ
て
、
随
時
、
「御賄」
(II

食
事
）
支
給
の
調
整
が
な
さ
れ
て
い
た
様
子
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
そ
の
勤

務
時
間
は
昼
夜
を
問
わ
な
い
番
組
で
あ
っ
た
。
な
お
か
つ
、
臨
時
に
御
用
を
仰

せ
付
け
ら
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
も
五
役
の
者
が
如
何
に
多
く

の
雑
務
に
常
時
・臨
時
を
問
わ
ず
従
事
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
よ
う
。

で
は
、
江
戸
城
の
下
働
き
で
あ
っ
た
五
役
の
者
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
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三
、
五
役
の
者
の
生
活
と
身
分
的
特
色

五
役
の
者
の
世
代
交
代

第
一
章
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
五
役
の
者
の
中
で
も
古
参
の
者
は
譜
代

席
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
役
職
を
退
任
し
た
後
も
「
目
付
支
配
無
役
之
者
」
と

称
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
目
付
の
支
配
下
に
あ
っ
て
幕
府
か
ら
扶
持
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
あ
る
い
は
隠
居
や
死
去
し
た
場
合
に
は
惣
領
に
相
違
な
く
跡
式
を

相
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
宝
暦
年
間
(
-
七
五
一
ー
一
七
六
四
）
に

五
役
の
者
を
増
員
し
た
際
、
新
規
に
抱
え
入
れ
ら
れ
た
新
参
の
面
々
は
基
本
的

に
抱
席
と
さ
れ
た
が
、
明
和
―一
年
（
一
七
六
五
）
以
降
、
格
と
し
て
は
古
参
と

同
様
に
譜
代
格
と
な
り
、
目
付
支
配
無
役
に
糧
入
さ
れ
る
な
ど
そ
の
恩
恵
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(30)。
御
家
人
の
多
く
が
一
代
抱
え
の
抱
席
で
、
役

職
を
退
任
し
た
場
合
は
召
し
放
ち
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
最
軽

格
な
が
ら
譜
代
あ
る
い
は
譜
代
格
で
あ
っ
た
点
が
、
五
役
の
者
の
大
き
な
身
分

的
特
色
と
な
っ
て
い
た
(31)0

で
は
、
具
体
的
に
五
役
の
者
の
世
代
交
代
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
表
3
は
、
宝
永
年
間
（
一
七
0
四
＼
一七一
-
）
か
ら
江
戸
幕
府

の
中
間
と
な
り
幕
末
に
い
た
る
ま
で
代
々
そ
の
職
に
あ
っ
た
岡
部
又
左
衛
門
家

の
由
緒
書
を
も
と
に
、
各
世
代
ご
と
に
履
歴
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
(3
2)
0

岡
部
家
は
、
初
代
又
左
衛
門
の
時
、
甲
府
宰
相
綱
重
の
桜
田
御
殿
に
召
抱
と

な
り
、
宝
永
元
年
（
一
七
0
四
）
二
代
又
左
衛
門
の
時
、
家
宣
が
将
軍
家
を
継

い
だ
た
め
、
そ
の
ま
ま
江
戸
幕
府
の
中
間
と
な
っ
た
家
筋
で
あ
る
。
以
後
、
七

代
又
左
衛
門
の
時
ま
で
高
一
五
俵
二
人
扶
持
に
て
代
々
中
間
と
し
て
精
勤
し
て

の
よ
う
な
役
職
か
検
討
し
、
五
役
の
者
の
出
世
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

2
 

間
頭
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。

い
る
。
八
代
豊
太
郎
は
、
天
保
八
年
(
-
八
三
七
）
父
存
命
の
う
ち
に
部
屋
住

か
ら
中
間
に
抱
入
と
な
り
、
嘉
永
三
年
(
-八
五
0
)
西
丸
中
間
目
付
に
昇
進
、

嘉
永
六
年
に
本
丸
中
間
目
付
と
の
打
込
(11兼
職
）
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
慶
應
元
年
(
-八
六
五
）
大
坂
城
に
お
い
て
中
間
頭
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、

高
八
〇
俵
一
人
扶
持
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
岡
部
家
は
、
古
参
の
中
間
と
し
て
譜
代
席
の
格
式
を
も
ち
、
軽

格
な
が
ら
宝
永
年
間
以
来
、
七
代
に
わ
た
っ
て
そ
の
家
筋
を
存
続
さ
せ
て
い
る
。

し
か
も
、
中
間
目
付
へ
の
登
用
を
契
機
と
し
て
、
幕
末
の
混
乱
時
と
は
い
え
中

小
人
目
付
と
五
役
の
者
の
出
世

で
は
、
岡
部
家
八
代
豊
太
郎
が
昇
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
中
間
目
付
と
は
ど

五
役
の
者
が
受
け
も
っ
て
い
た
重
要
な
役
割
の
一
っ
と
し
て
、
隠
密
御
用
と

の
関
わ
り
が
あ
る
。
例
え
ば
「
旧
事
諮
問
録
」
で
も
「
諸
藩
の
支
配
下
へ
姿
を

変
え
て
、
入
り
込
ん
だ
り
す
る
隠
し
目
付
は
何
で
す
か
。」
と
い
う
質
問
に
対

じ
て
、
「
御
小
人
目
付
で
す
。
八
百
屋
に
化
け
た
り
、
姿
を
変
え
て
這
入
る
の

は
御
小
人
目
付
で
す
。
あ
れ
は
、
目
付
が
言
い
付
け
る
の
で
す
。
」
と
答
え
ら

れ
て
い
る
(33)
0

こ
の
よ
う
に
、
目
付
の
配
下
に
は
徒
目
付
と
小
人
目
付
が
い
て
、
目
付
の
監

察
業
務
を
補
佐
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
徒
目
付
が
、
文
案
の
起
草
や
旧
規
の
下

調
べ
を
行
い
、
小
人
目
付
は
、
実
際
に
監
察
の
現
場
に
赴
い
て
立
合
な
ど
を
行

う
一
方
、
諸
大
名
の
素
行
や
領
国
経
営
に
関
し
て
隠
密
に
調
査
す
る
職
務
を
担
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表 3 岡部家歴代の事蹟一覧

代数 続柄 名前 年 代 出 来 事

初代 先祖 岡部又左衛門 清揚院様（甲府綱重）御時 桜田御殿へ召抱となる。
寛文 7 年 4 月 病死。
寛文 7年 7 月 父の跡式を継ぐ。

二代 先祖 岡部又左衛門 文昭院様御時（宝永元年12月）（家宣が）西丸移徒の時、御中間となり御厩定番を勤める。
正徳 2 年 8 月 病死。
正徳 2 年10月 父の跡式を継ぎ、直ちに（御中間となり）御厩定番を勤める。

三代目 高祖父 岡部又左衛門 宝暦10年 9 月 老衰のため隠居、奉公皆勤により御褒美白銀 3枚。
宝暦11年10月 病死。
宝暦10年 9 月 父の家督を継ぎ、直ちに御中間となり安祥院殿御門番を

四代目 曾祖父 岡部又左衛門 勤める。※安祥院＝家重側室、清水重好生母三浦氏。
天明 8 年 5 月 老衰のため隠居、奉公数年皆勤により御褒美白銀 3枚。
寛政元年 2 月 病死。
宝暦10年 3 月 部屋住より御中間に抱入となり御厩定番之者を勤める。
明和 5年 3 月 御台所前御門番を勤める。

五代目 祖父 岡部又左衛門 安永 2 年11月 西丸御長屋御門番を勤める。
天明 8 年 5 月 父の家督を継ぐ。
文化14年10月 老衰のため隠居、「奉公無僻怠相勤」により御褒美白銀5枚。
文政元年 4 月 病死。
安永 9年 4 月 部屋住より御中間に抱入となる。
天明 2 年 7 月 御中間押を勤める。

六代目 父 岡部又左衛門 文化元年11月 御旗指役を勤める。
文化14年10月 父の家督を継ぐ。
天保 7年 5 月 老衰のため隠居、「数年無解怠相勤」により御褒美白銀5枚。
天保12年 6 月 病死。
文化 9 年10月 部屋住より御中間に抱入となり鶴見又左衛門所御厩

定番をと詰める。
文化11年 7 月 二丸御台所脇御長屋御門番を勤める。
文政12年10月 二丸大奥御台所□前御門番過人を勤める。
天保 7年 5 月 父の家督を継ぐ。

七代目 己 岡部又左衛門 天保12年 4 月 御旗指之者を勤める。
天保14年 4 月 日光御参詣御供を勤める。
嘉永 2 年 3 月 小金御鹿狩の節御供を勤める。
慶應 2 年 5 月 天笠鉢太郎組へ組替となる。
（慶應 3 年 9 月） （高15俵 2 人扶持、本国 生国とも武蔵、天笠鉢太

郎組御中間、卯年76歳）
（慶應 3 年 9 月） 「卯年迄五拾六年相勤罷在候」
天保 8 年11月 部屋住より御中間に抱入となり村松万蔵所御厩定番を勤める。
天保14年 4 月 日光御参詣御供を勤める。
嘉永元年11月 西丸野方御使を勤める。
嘉永 3 年 8 月 西丸御中間目付となり勤める。
嘉永 5 年 5 月 西丸炎上の節骨折につき御褒美金200疋。
嘉永 6 年 9 月29日 （家定が本丸へ移徒の節）本丸へ御供し、御中間目

付を打込勤める様に命じられる。
嘉永 6 年10月21日 温恭院（家定）本丸移徒、御供として従う。

八代目 実子 岡部豊太郎 万延元年 3 月 長崎表へ御用のため罷越す。
万延元年 7 月24日 本丸炎上の節骨折につき御褒美金200疋。
文久元年 8 月16日 長崎表立合御用相勤につき御褒美白銀 5枚。
文久 2 年 3 月 日光御宮御霊屋其外諸堂社共御修復立合御用相勤に

つき御褒美白銀 3枚。
元治元年11月29日 御上洛の節御供方宿割御用骨折相勤につき御褒美金1000疋。
慶應元年 5 月 御進発御道筋御取締御用のため御供。
慶應元年12月朔日 大坂城焼火之間替席において御中間頭を仰付らる。
（慶應 3 年 9 月） （高80俵1人扶持内65俵御足高、御中間頭、実子、卯歳52)
（慶應 3 年 9 月） 「卯年迄三拾壱年相勤罷在候」

※江戸東京博物館所蔵「岡邸又左衛門由緒書」 （資料番号99200231) より作成。
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田原 昇

る
。

っ
て
い
た
。
ま
た
、
諸
大
名
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
「
職
掌
上
、
政
府
内

部
の
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
民
間
の
こ
と
で
も
何
で
も
心
づ
き
た
る
こ

と
」
に
つ
い
て
、
隠
密
に
調
査
す
る
役
目
を
負
っ
て
い
た
(34)。
そ
し
て
、
そ

こ
の
小
人
目
付
は
重
要
か
つ
困
難
の
職
務
で
も
あ
り
「
概
ね
小
人
の
勤
功

（
の
者
）
を
挙
」
げ
使
役
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
(35)、
ま
た
、
小
人
に
限
ら

ず
五
役
の
者
の
う
ち
か
ら
「
人
物
に
依
っ
て
は
」
登
用
し
て
い
た
と
い
う
。
な

お
、
中
間
か
ら
小
人
目
付
と
な
っ
た
場
合
の
み
中
間
目
付
と
称
し
た
が
、
小
人

目
付
と
何
ら
「
無
差
別
」
役
目
で
、
外
向
き
に
対
し
て
は
中
間
目
付
も
小
人
目

付
と
称
し
て
い
た
と
い
う
(3
6)
0

小
人
目
付
を
は
じ
め
、
彼
ら
五
役
の
者
を
隠
密
御
用
に
利
用
し
た
理
由
は
、

第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
頃
か
ら
江
戸
城
の
下
働
き
と
し
て
様
々
な
雑
務

を
担
当
し
、
隠
密
御
用
の
た
め
「
姿
を
変
え
て
這
入
る
」
と
い
っ
た
こ
と
に
比

較
的
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
(37)。

ま
た
、
小
人
目
付
は
、
さ
ら
に
上
の
役
職
へ
昇
進
す
る
可
能
性
の
あ
る
役
職

で
も
あ
っ
た
(38)。
そ
の
小
人
目
付
へ
は
、
五
役
の
者
が
勤
功
や
人
物
に
よ
っ

て
登
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
は
下
働
き
な
が
ら
昇
進
の
機
会
に
恵
ま

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
岡
部
豊
太
郎
の
事
例
か
ら
も
明
か
で
あ

る
。

へ
の
登
用
を
皮
切
り
に
出
世
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

何
れ
に
し
て
も
五
役
の
者
は
、
「
勤
功
」
次
第
で
は
、
小
人
目
付
（
中
間
目

付） の
職
務
を
小
人
や
中
間
な
ど
、
五
役
の
者
も
ま
た
手
伝
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

五
役
の
者
の
家
族

で
は
、
彼
ら
五
役
の
者
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
。

黒
鍬
之
者
の
家
筋
に
あ
た
る
二
つ
の
家
族
を
事
例
に
確
認
す
る
。
つ
ぎ
の
史
料

は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
側
室
お
伝
の
方
の
実
家
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
（翌゚

〔史料―二〕

一、
御
本
丸
畔
鍬
の
内
小
屋
氏
権
平
の
娘
、
後
に
今
云
瑞
春
院
殿
と
出
世
有
し

其
来
由
は
、
増
山
仙
光
院
殿
[
宝
樹
院
殿
の
御
母
也
]
o

此
御
妹
は
下
総
古

河
の
百
姓
妻
也
、
此
娘
を
仙
光
院
殿
関
東
へ
被
呼
寄
、
自
分
若
盛
の
時
の
名

を
譲
り
、
紫
と
名
付
て
、
厳
有
院
殿
の
御
台
高
厳
院
殿
の
お
す
へ
の
間
の
奉

公
に
被
召
出
、
段
々
立
身
し
て
御
末
頭
相
勤
、
其
後
御
暇
を
願
、
仙
光
院
殿

の
世
話
に
て
御
本
丸
畔
鍬
の
内
小
屋
権
平
に
嫁
し
て
、
男
子
一
人
・
女
子
三

人
を
出
生
せ
り
。
然
る
に
権
平
貧
窮
な
れ
ば
、
仙
光
院
殿
に
も
後
悔
有
、
離

緑
の
事
を
進
め
ら
れ
し
か
ど
も
、
子
供
に
ひ
か
れ
、
一
日
々
々
延
引
し
暮
さ

れ
し
に
、
男
子
権
太
郎
は
甚
だ
不
行
跡
に
て
、
父
母
の
勘
気
を
請
て
逐
電
す
。

然
る
に
此
権
太
郎
が
悪
徒
の
朋
友
に
小
山
田
弥
一
郎
・
天
野
十
左
衛
門
・
野

郎
を
打
殺
せ
り
、
頃
は
天
和
二
戌
年
の
二
月
と
云
゜

一、
権
平
が
女
子
の
内
、
一
女
は
お
初
と
て
御
徒
士
組
松
井
与
―二
兵
衛
が
妻
と

成
、
然
る
に
一
二
年
過
、
与
―
―
一
兵
衛
離
別
、
是
に
よ
り
大
久
保
（
入
道
）
甚
入

の
家
中
今
井
武
右
衛
門
に
姿
合
て
父
の
家
を
立
る
、
今
井
を
改
、
小
屋
氏
を

3
 （中略）

192 -



江戸城内の運営と「五役」 - 「新古改撰誌記」より一

猶
御
妹
子
は
、
増
山
弾
正
の
家
老
白
沢
十
兵
衛
が
―
―
一
男
才
兵
衛
に
嫁
す
。

此
の
オ
兵
衛
増
山
家
の
給
人
格
な
れ
ど
も
、
お
伝
の
方
の
威
勢
に
て
将
軍
家

ヘ
召
出
さ
れ
、
始
て
一
二
百
石
を
給
は
り
、

松
常
久
早
世
有
り
し
名
跡
と
な
り
、
遠
藤
主
膳
と
名
乗
り
、
万
石
取
を
相
続

致
し
け
る
。
其
妹
娘
を
鈎
命
に
て
牧
野
備
後
守
成
貞
の
養
女
と
し
て
、
六
郷

．伊
賀
守
に
嫁
せ
ら
る
。

瑞
春
院
(11お
伝
の
方
）
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
側
室
で
鶴
姫
（
紀
伊
綱
教

の
正
室
）
と
徳
松
（
早
世
）
の
生
母
で
あ
る
。
父
は
黒
鍬
之
者
(11
「畔鍬」）

小
屋
権
平
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
屋
権
平
の
妻
は
、
叔
母
仙
光
院
殿
が
奥
勤
め
を

し
て
い
た
関
係
か
ら
、
自
身
も
家
綱
（
「厳
有
院
殿
」
）
の
御
台
所
高
厳
院
殿
に

御
末
頭
と
し
て
奉
公
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、
仙
光
院
殿
の
世
話
で

本
丸
黒
鍬
之
者
小
屋
権
平
に
嫁
い
だ
と
い
う
。

―
一
人
の
間
に
は
一男
・三
女
が
い
た
。
男
子
権
太
郎
は
不
行
跡
の
末
、
逐
電

し
て
し
ま
う
。
長
女
お
初
は
は
じ
め
御
徒
士
組
松
井
与
三
兵
衛
の
妻
と
な
り
、

離
別
の
後
、
旗
本
大
久
保
甚
入
（
長
昌
）

し
て
小
屋
家
を
継
い
で
い
る
。
さ
ら
に
、
武
右
衛
門
死
去
後
は
、
父
権
平
の
甥

で
白
山
御
殿
同
心
牧
甚
四
郎
を
養
子
と
し
て
家
督
を
継
が
せ
て
い
る
。
次
女
が

（中略）

の
家
来
今
井
武
右
衛
門
を
婿
養
子
と

一
子
竹
之
助
、
鉤
命
に
て
遠
藤
岩

名
乗
り
ぬ
。
然
る
に
又
ぞ
や
武
右
衛
門
死
去
、
実
子
な
く
、
父
権
平
甥
白
山

御
殿
の
同
心
牧
甚
四
郎
を
養
子
と
し
て
家
督
相
続
し
け
る
。
養
母
お
初
は
妹

女
お
伝
の
方
出
世
日
に
増
し
、
恭
も
将
軍
家
の
命
に
て
、
御
側
御
出
頭
人
牧

野
備
後
守
成
貞
の
養
女
と
し
て
、
戸
田
淡
路
守
の
室
と
な
れ
り
。

「
家
族
は
汲
々
と
し
て
辛
う
じ
て
生
活
を
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

お
伝
の
方
で
、
三
女
は
大
名
増
山
弾
正
（
正
利
）
の
家
老
白
沢
十
兵
衛
の
三
男

才
兵
衛
に
嫁
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
黒
鍬
之
者
小
屋
権
平
は
、
江
戸
城
奥
向
き

の
女
中
を
妻
と
し
、
御
徒
、
白
山
御
殿
同
心
、
大
名
や
旗
本
の
家
臣
と
縁
組
、

養
子
を
行
う
な
ど
、
軽
格
の
幕
臣
な
が
ら
、
様
々
な
武
家
身
分
の
者
と
親
族
関

係
を
形
作
っ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
小
屋
権
平
の
娘
た
ち
は
次
女

お
伝
の
方
の
お
陰
で
、
黒
鍬
之
者
の
娘
な
が
ら
大
名
家
の
内
室
と
な
っ
て
い
る
。

幕
末
の
黒
鍬
之
者
に
も
、
同
様
の
親
族
関
係
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
次

節
で
取
り
あ
げ
る
江
原
素
六
の
父
源
吾
は
幕
府
小
普
請
組
小
野
家
か
ら
の
養
子

で
あ
り
、
父
の
次
兄
に
あ
た
る
伯
父
大
沢
善
吉
は
旗
本
の
養
子
に
入
っ
て
い
た
。

ま
た
、
大
伯
母
に
あ
た
る
顧
生
院
は
、
大
奥
に
勤
め
、
将
軍
の
死
後
、
剃
髪
し

て
尼
僧
と
な
っ
た
人
物
で
、
父
の
姉
に
あ
た
る
伯
母
小
野
の
き
子
は
一橋
家
で

長
年
奉
公
し
た
経
験
を
も
つ
と
い
う
(40)。

五
役
の
者
の
生
計

さ
て
黒
鍬
之
者
は
、
幕
臣
の
一端
と
し
て
旗
本
や
御
家
人
、
大
名
や
旗
本
の

家
臣
ら
と
多
彩
な
親
族
関
係
を
形
作
っ
て
い
た
。
が
、
そ
の
生
計
は
軽
格
ら
し

＜
慎
ま
し
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
前
節
で
取
り
あ
げ
た
小
野
権
平
の

家
は
、
「
然
る
に
権
平
貧
窮
な
れ
ば
、
仙
光
院
殿
に
も
後
悔
有
」
と
さ
れ
、
妻

仙
光
院
が
「
後
悔
」
す
る
と
い
っ
た
有
り
様
で
あ
っ
た
(41)
0

ま
た
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
教
育
者
、
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
江

原
素
六
の
家
は
、
代
々
黒
鍬
之
者
の
家
筋
で
あ
っ
た
が
(42)、

4
 

そ
の
生
活
を

「
私
は
幕
府
の
小
身
で
極
め
て
困
窮
の
家
に
う
ま
れ
ま
し
た
。」
と
振
り
返
り
、
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以
上
、
江
戸
城
内
で
様
々
な
下
働
き
を
勤
め
た
五
役
の
者
に
つ
い
て
、
江
戸

お
わ
り
に

い
た
と
い
え
よ
う
。

ゆ
え
私
は
八
歳
ま
で
寺
子
屋
へ
行
く
こ
と
も
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
回
顧

し
て
い
る
(43)。
そ
し
て
江
原
素
六
は
、
『
同
方
会
誌
」
に
よ
せ
た
談
話
に
お

い
て
も
「
四
十
俵
と
云
う
小
高
で
あ
っ
て
、
家
族
は
両
親
に
祖
父
に
私
の
兄
弟
が

啜
る
と
云
ふ
の
が
当
時
の
有
様
で
し
た
」
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(44)
0

以
上
、
中
間
と
黒
鍬
之
者
の
生
活
を
通
じ
て
、
五
役
の
者
の
身
分
的
特
色
に

低
い
身
分
に
あ
り
な
が
ら
譜
代
と
い
う
格
式
を
享
受
し
、
代
々
五
役
の
家
筋
と

し
て
、
相
違
な
く
世
代
交
代
で
き
た
様
子
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
彼
ら
は
、
下

働
き
の
軽
格
と
は
い
え
、
五
役
の
者
同
志
で
閉
ざ
さ
れ
た
養
子
・縁
組
関
係
を

形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
親
族
に
、
旗
本
や
御
家
人
は
も
ち
ろ
ん
、

大
名
や
旗
本
の
家
臣
、
大
奥
女
中
な
ど
、
様
々
な
武
家
身
分
の
者
が
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
幕
府
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
他
の
幕
臣
や
武

家
身
分
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
軽
格
の
幕
臣
と
し
て
禄
高

の
低
さ
は
否
め
ず
、
そ
の
生
活
は
「
貧
窮
」
「
困
窮
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
家
筋
を
数
代
重
ね
る
う
ち
に
は
、
小
人
目
付
を
へ
て
、
よ
り
上
位
の

役
職
に
昇
進
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
、
広
い
親
族
関
係
の
お
陰
で
、
小
屋

権
平
の
一
族
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い
出
世
を
と
げ
る
可
能
性
も
ま
た
秘
め
て

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
ま
と
め
る
と
、
五
役
の
者
は
幕
臣
の
中
で
も
極
め
て

ら
も
う
か
が
え
る
。

東
京
博
物
館
所
蔵
の
「
新
古
改
撰
誌
記
」
お
よ
び
「
勤
方
諸
心
得
担
」
と
い
う

二
つ
の
進
出
史
料
を
利
用
し
て
検
討
し
て
き
た
。
五
役
の
者
が
受
け
も
っ
て
い

た
様
々
な
職
務
の
実
態
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

江
戸
城
内
で
諸
大
名
や
旗
本
衆
が
儀
礼
や
業
務
を
執
り
行
う
際
、
そ
の
補
佐

役
と
し
て
様
々
な
雑
務
を
引
き
受
け
、
ま
た
、
儀
礼
や
業
務
に
備
え
て
施
設
や

設
備
を
日
々
維
持
す
る
役
目
と
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

五
役
の
者
を
中
心
と
し
た
目
付
支
配
の

五
役
の
者
は
、
元
来
、
軍
目
付
の
配
下
と
し
て
戦
場
に
お
け
る
様
々
な
下
働

き
を
担
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
平
和
な
時
代
と
な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
ま
ま
目

付
の
配
下
と
し
て
、
江
戸
城
内
の
雑
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
幕
臣
で
あ

る
。
そ
の
職
掌
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
諸
門
の
番
衛
、
行
列
の
御
供
、
詰
所
付

近
の
防
火
、
物
品
の
運
搬
、
所
々
の
清
掃
な
ど
、
何
れ
も
江
戸
城
内
の
業
務
遂

行
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
役
の
者
は
、
様
々
な
雑
務
を
担

っ
て
い
た
関
係
か
ら
城
内
い
た
る
所
に
出
入
り
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

勤
務
時
間
は
昼
夜
を
問
わ
な
い
番
組
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
鑑
札
を

用
い
た
厳
重
な
出
入
り
管
理
や
、
常
時
・臨
時
を
問
わ
な
い
「
御
賄
」
支
給
か

と
は
い
え
、
彼
ら
五
役
の
者
は
、
所
詮
下
働
き
に
す
ぎ
ず
、
幕
臣
の
中
で
も

極
め
て
低
い
身
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
禄
高
も
下
働
き
相
応
に
低

く
、
生
活
は
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
城
内
い
た
る
所
で
作

業
す
る
職
掌
柄
か
ら
、
将
軍
家
を
は
じ
め
大
名
・旗
本
と
い
っ
た
貴
人
の
生
活

を
う
か
が
い
知
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
下
級
の
幕
臣
な
が
ら
譜
代

と
い
う
格
式
を
享
受
し
、
代
々
五
役
の
家
筋
と
し
て
相
違
な
く
相
続
す
る
こ
と

諸
役
人
が
い
た
。

五
人
と
い
ふ
多
人
数
で
し
た
か
ら
、

一生
懸
命
に
内
職
を
稼
い
で
、
や
っ
と
粥
を
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江戸城内の運営と 「五役」 ー 「新古改撰誌記」より一

【註】
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

後
の
課
題
と
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。

一件
・
代
々
記
と
い
っ
た
記
事
に
つ
い
て
、
今
回
取
り
あ
げ
る
こ

が
で
き
た
(45)。
ま
た
彼
ら
は
、
下
働
き
の
軽
格
と
は
い
え
、
五
役
の
者
同
志

で
閉
ざ
さ
れ
た
養
子
・
縁
組
関
係
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
親

族
に
は
、
旗
本
や
御
家
人
を
は
じ
め
様
々
な
武
家
身
分
の
者
が
確
認
で
き
た
。

幕
府
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
他
の
幕
臣
や
武
家
身
分
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

さ
ら
に
、
譜
代
格
と
し
て
家
筋
を
数
代
重
ね
る
う
ち
に
は
、
「
勤
功
」
に
よ

り
小
人
目
付
に
昇
進
し
、
さ
ら
に
出
世
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
大
体
、
彼
ら

五
役
の
者
が
小
人
目
付
と
い
う
隠
密
役
を
勤
め
得
た
の
は
、
下
働
き
と
し
て
城

内
の
所
々
に
出
入
り
で
き
、
そ
の
上
、
軽
格
な
が
ら
譜
代
格
で
あ
る
と
い
う
五

役
の
者
の
特
色
か
ら
来
て
い
る
点
も
ま
た
無
視
で
き
な
い
。

「
新
古
改
撰
誌
記
」
の
う
ち
、
小
金
御
鹿
狩
一
件
・
日
光
御
参
詣
天
保
改
革

期
「
減
方
」

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
五
役
の
者
に
よ
る
御
成
御
用
・

禄
高
・
扶
持
方
・
相
続
・
抱
入
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
今

(l)
『
古
事
類
苑
」
官
位
部
三
（
吉
川
弘
文
館
、

一九
九
六
年
複
刻
版
）
、
松

平
太
郎
『
校
訂
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
（
柏
書
房
、
一
九
七
一
年
複
刻

版）
。
ま
た
事
典
と
し
て
は
、
竹
内
誠
編
『
徳
川
幕
府
事
典
』
（
東
京
堂

出
版
、
二
0
0
1―
一
年
）
「
五
役
の
制
」
の
項
に
目
付
支
配
の
五
役
が
簡
潔

(2)
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
「
新
古
改
撰
誌
記
」
（
資
料
番
号
9
5
2
0
1
7

た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。

の事」
。

一九
八
四

一九
六
五

一
九
六
五

文
献
お
よ
び
『旧
事
諮
問
録
』
第
五
回
「目
付
．
町
奉
行
お
よ
び
外
交

3
1()9
5
2
0
1
7
6
1
)。
な
お
、
「
新
古
改
撰
誌
記
」
に
は
、
全

冊
に
通
じ
て
各
件
名
ご
と
に
朱
字
で
一
か
ら
七
百
十
ま
で
数
字
が
添
え

て
あ
る
。
以
後
の
脚
注
で
は
、
こ
の
朱
字
番
号
に
て
同
史
料
中
に
お
け

(3)
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
「
勤
方
諸
心
得
担
」
（
資
料
番
号
8
9
2
0
5
1

(4)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
に
お
い
て
御
鹿
狩
や
日
光
御
参
詣
の
記
事
に
多
く
の

巻
号
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
「
五
役
」
の
者
を

は
じ
め
目
付
支
配
諸
役
人
は
江
戸
城
外
に
お
い
て
も
様
々
な
下
働
き
に

従
事
し
て
い
た
。
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
改
め
て
検
討
し

(5)
目
付
支
配
諸
役
人
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(l)
に
あ
げ
た
諸

の
事
」
（
進
士
慶
幹
校
注
『
旧
事
諮
問
録
﹈
江
戸
幕
府
役
人
の
証
言
ー
」

上
、
岩
波
文
庫
、

一
九
八
六
年
所
収
）
、
寺
島
荘
二
『
江
戸
時
代
御
目
付

の
生
活
』
第
一章
三
「
幕
府
目
付
の
分
掌
」
（
雄
山
閣
出
版
、

年
）
、
笹
間
良
彦
『
江
戸
幕
府
役
職
集
成
』
（
雄
山
閣
出
版
、

年
）
、
深
井
雅
海
『
図
解
・
江
戸
城
を
読
む
』
（
原
書
房
、

一
九
九
七
年
）

な
ど
を
参
照
し
た
。

(7)
「
明
良
帯
録
」
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
十
一
冊
、
臨
川
書
店
、

年
複
刻
版
発
行
所
収
）
。

た
い
。

4
6言

る
引
用
箇
所
の
記
載
位
置
を
示
し
た
い
。
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(10) 
(14) 

府
制
度
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
―
―
一
年
）
な
ど
を
参
照
し

一
、
油
合
弐
升
弐
合
五
勺
但
一
夜
七
勺
五
オ
ッ
‘
‘
燈
心
共

請
取
申
油
之
事

「
五
役
の
制
」
に
く
わ
し
い
。

(9)
旗
本
や
御
家
人
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(l)
『
徳
川
幕
府
事
典
』

第
一
章
5
旗
本
・
御
家
人
を
参
照
。

そ
の
他
の
役
職
は
目
付
支
配
な
が
ら
江
戸
城
外
で
の
役
目
が
主
で
あ
っ

た
。
御
貝
役
・
押
御
太
鼓
役
は
、
戦
時
に
陣
貝
・
陣
太
鼓
に
て
合
図
を

司
り
平
時
の
役
目
は
な
か
っ
た
。
御
浜
御
殿
吟
味
役
・
伝
奏
屋
敷
番
は
、

そ
れ
ぞ
れ
御
浜
御
殿
・
伝
奏
屋
敷
に
詰
め
る
諸
役
人
の
監
察
を
行
っ
た
。

桜
田
御
用
屋
敷
御
門
番
人
は
、
桜
田
御
用
屋
敷
の
門
番
で
あ
る
。
御
目

付
支
配
無
役
に
つ
い
て
は
、
本
節
文
末
お
よ
び
本
稿
第
三
章
第
一
節
を

参照。

(11)
高
柳
金
芳
『
江
戸
時
代
御
家
人
の
生
活
』
（
雄
山
閣
出
版
、

(12)
諸
組
同
心
の
禄
高
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(l)
『
徳
川
幕
府
事
典
』
第

ら
し
向
き
ー
お
手
当
と
役
得
と
1
」
(
『
れ
き
し
』

普
請
組
」
の
項
を
参
照
。

(15)
目
付
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(5)

一
九
八
二
年
）

No九
0
、
N
H
K学

園
、
二
0
0
五
年
）
参
照
。

(13)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(1)
松
平
同
書
第
十
三
章
第
三
節

目
付
支
配
無
役
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(l)
『
徳
川
幕
府
事
典
』
「
小

で
あ
げ
た
諸
文
献
の
他
、

近
松
鴻
―
-
「
目
付
の
基
礎
的
研
究
」
（
児
玉
幸
多
先
生
古
稀
記
念
会
『
幕

一章
5
旗
本
・
御
家
人
お
よ
び
田
原
昇
「
町
奉
行
所
同
心
の
収
入
と
暮

一
七
六
＼
一
八
七
頁
を
参
照
。

24)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
百
三
十
の
上
。

(23)
前
掲
註
(1)
松
平
同
書
八
0
-
＼八一
0
頁。

(22)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
十
一
。

(21)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
八
十
五
。

(20)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
百
十
゜

(18)
前
掲
註
(5)
『
旧
事
諮
問
録
』
上
巻
二
四
二
頁
。

8)
前
掲
註
(1)
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
三
、
三
二
八
頁

(16) 
(17) 

五
役
の
制
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(l)
松
平
同
書
が
特
に
く
わ
し
い
。

以
下
、
五
役
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
主
に
同
書
を
参
照
し
た
。

五
役
の
者
の
昇
進
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
二
章
第
二
節
参
照
。

(19)
前
掲
註
(3)
「
勤
方
諸
心
得
担
」
。
以
下
、
本
節
「
御
頭
替
一
件
」
に

つ
い
て
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
同
史
料
に
よ
っ
た
。

(25)
江
戸
時
代
の
お
け
る
消
火
器
具
、
特
に
「
水
鉄
砲
」
に
つ
い
て
は
、
黒

木
喬
『
江
戸
の
火
事
』
（
同
成
杜
、

一
九
九
九
年
）

1
0三
1
-
0七
頁

参照。

(26)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
五
百
十
二
。

(27)
例
え
ば
、
黒
鍬
之
者
番
所
に
お
け
る
泊
番
に
際
し
て
、
賄
方
か
ら
灯
油

が
支
給
さ
れ
て
い
た
様
子
が
、
前
掲
註
(3)
「
勤
方
諸
心
得
担
」
所
収

の
つ
ぎ
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。

右
是
者
、
田
安
御
門
外
弓
馬
稽
古
所
門
番
所
為
御
用
当
、
酉
十
二
月
大
之

分
請
取
申
処
、
実
正
也
、
伯
如
件

こ。t
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(35)
前
掲
註
(l
)
松
平
同
書
七
八
一
頁
。

(34)
前
掲
註
(5)
『
旧
事
諮
問
録
』
上
巻
一四
九
頁。

者
に
よ
る
隠
密
御
用
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

松
平
同
書
七
八
0
頁
で
も
「
又
隠
密
の
事
に
従
ふ
」
と
し
て
、
五
役
の

河
合
内
蔵
助
殿

(28)
前
掲
註
(3)
「勤
方
諸
心
得
担
」
。

(29)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
お
よ
び
前
掲
註
(3)
「
勤
方
諸
心

得
担
」
に
は
、
史
料
八
1
-
―
と
同
様
の
「
台
所
御
断
」
「
御
賄
断
」
に

関
す
る
記
事
が
多
数
散
見
す
る
。
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
、
「定
日
」
「
臨

時
」
を
問
わ
ず
、
五
役
の
者
に
よ
る
御
用
分
担
が
明
ら
か
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
が
、
本
稿
で
は
四
つ
の
事
例
を
あ
げ
る
に
留
め
、
詳
細
は

別
稿
に
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(30)
前
掲
註
(1)
松
平
同
書
八
0
九
・八一
0
頁
。

(31)
抱
席
御
家
人
の
世
代
交
代
(
1
1
抱
入
・暇
）
に
つ
い
て
は
、

「
江
戸
幕
府
御
家
人
の
抱
入
と
暇
ー
町
奉
行
所
組
同
心
を
事
例
に
ー
」

（
『
日
本
歴
史
』
第
六
七
七
号
、
二
0
0
四
年
）
を
参
照
。

（
翌
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
「
岡
郭
又
左
衛
門
由
緒
書
」
（
資
料
番
号
9
9
2

0
0
2
3
1言

(33)
前
掲
註
(5)
『
旧
事
諮
問
録
』
上
巻
二
四
三
頁
。
ま
た
、
前
掲
註
(
l
)

(36)
前
掲
註
(2)
「
新
古
改
撰
誌
記
」
朱
字
番
号
二
百
十
。

(37)
前
掲
註
(5)
『
旧
事
諮
間
録
』
上
巻
二
四
三
頁
。

佐
久
間
忠
兵
衛
殿

年
号
月

黒
鍬
之
者
頭
中
山
金
三
郎
印

田
原
昇

(38)
文
化
十
一
年
(
-
八
一
四
）
ご
ろ
小
田
原
藩
士
山
県
彦
左
衛
門
が
ま
と

め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
前
掲
註
(7)
「
明
良
帯
録
」
に
は
、
江
戸
幕
府

の
老
中
以
下
各
役
職
の
職
掌
・支
配
関
係
・官
位
・
役
高
・起
源
な
ど

が
概
説
さ
れ
て
い
る
。そ
の
中
に
、
各
役
職
ご
と
の
昇
進
経
路
（
「
昇
途
」）

も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
小
人
目
付
・中
間
目
付
経
験
者
は
、

小
人
頭
・
中
間
頭
（
と
も
に
八
〇
俵
）
を
へ
て
、
表
火
之
番
(-五
0

へ
の
昇
進
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
加
藤
友
康
・由
井

正
臣
編
『
日
本
史
文
献
解
題
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
0
年）

「
明
良
帯
録
」
の
項
を
参
照
。

(39)
「
玉
輿
記
」
七
「
瑞
春
院
殿
の
伝
」
（
『
柳
営
婦
女
伝
双
』
、
名
著
刊
行
会
、

(40)
加
藤
史
朗
『
江
原
素
六
の
生
涯
』
（
麻
布
文
庫
一、
麻
布
中
学
校
・
麻
布

高
等
学
校
、
二
0
0
三年）

(41)
前
掲
註
(39)
同
史
料
。

(42)
明
治
・
大
正
期
の
教
育
者
・政
治
家
。
天
保
十
三
年
（
一八
四
二
）

代
続
く
黒
鍬
之
者
の
家
筋
で
あ
る
江
原
家
に
生
る
。

学
問
所
に
入
所
し
、
安
政
六
年
(
-
八
五
九
）
講
武
所
で
洋
式
調
練
を

学
ぶ
。
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
講
武
所
砲
術
世
話
心
得
、
同
三
年
教

授
に
進
み
、
以
後
、
幕
府
陸
軍
関
係
の
諸
職
を
歴
任
す
る
。
維
新
後
は

徳
川
家
の
静
岡
移
封
に
し
た
が
い
、
明
治
元
年
(
-八
六
八
）
静
岡
藩

少
参
事
に
抜
擢
、
沼
津
兵
学
校
の
創
立
に
尽
力
し
、
そ
の
後
、
欧
米
へ

の
留
学
を
期
に
同
十
一年
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
る
。
同
二
十
三

年
代
議
士
と
な
り
、
同
二
十
六
年
東
洋
英
和
学
校
校
長
を
へ
て
、
同
二

一九
六
五
年
所
収
）
。

俵

-
0＼
二
二
頁
。

八

一
五
歳
で
昌
平
坂

- - 1 9 7 -
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章
第
三
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

一九

十
八
年
麻
布
中
学
校
を
創
立
し
終
生
校
長
を
務
め
た
。
大
正
十
一
年

（一九
二
二
）
没
。
前
掲
註
(40)
同
書
参
照
。

(43)
前
掲
註
(40)
同
書
一
三
・
一四
頁
。

(44)
江
原
素
六
「
維
新
前
後
の
経
歴
談
」
（
『
同
方
会
誌
』
第
二
四
号
、

0
三
年
）
所
収
。

(45)
但
し
、
駕
籠
之
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
点
は
、
本
稿
第
一
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